
墓地等の経営許可事務の流れ

・・・条例改正後追加

事前の相談

（相談者⇒市長）

事前届出

（申請予定者⇒市長）

標識設置・事前説明会

（申請予定者⇒関係者）

説明会結果報告

（申請予定者⇒市長）

経営許可申請

（申請者⇒市長） ※申請者が宗教法人

である場合

申請内容点検・審査補正等依頼

（市長）

審査会へ諮問

（ ）市長⇒審査会

審査会の答申

）（審査会⇒市長

許否最終審査・決定補正等依頼

（市長）

経営許可・不許可通知

（市長⇒申請者）

許可の場合

工事施工

・工事着手届出
申請者⇒市長）（

・工事完了届出
申請者⇒市長）（

工事完了検査

（市長）

工事完了検査済証交付

（市長）

墓地等使用・管理開始

（墓地等経営者）

標識設置 ：申請しようとする日前４５日まで

事前説明会： 〃 ３０日まで


